
　

住
民
票
の
写
し
や
戸
籍
を
代
理
人
や
第
三
者
に
交
付
し
た

場
合
、
本
人
に
対
し
交
付
を
お
知
ら
せ
す
る
「
本
人
通
知
制

度
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。
制
度
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
事

前
登
録
が
必
要
で
す
。

■
対
象
者

　

�　

多
久
市
に
住
民
票
ま
た
は
戸
籍
が
あ
る
人
（
海
外
在
住

者
は
登
録
で
き
ま
せ
ん
）

■
通
知
す
る
内
容
と
方
法

　

〇�

証
明
書
交
付
年
月
日
、証
明
書
種
別
、枚
数
、請
求
者
の
区
別

　

〇
特
定
記
録
郵
便
に
よ
る
通
知

■
登
録
の
有
効
期
間

　

�

登
録
の
日
か
ら
３
年
間
（
更
新
は
１
か
月
前
か
ら
可
能
）

　

※�

必
要
な
書
類
な
ど
、ご
不
明
な
点
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

多 久 市
か ら の
お知らせ

問 

市
民
生
活
課 

窓
口
係
　
☎
75

−

6
1
1
6

ご
存
知
で
す
か
？
「
本
人
通
知
制
度
」
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お
知
ら
せ

多 久 市
か ら の
お知らせ

多 久 市
か ら の
お知らせ

子
育
て
世
帯
へ
の

臨
時
特
別
給
付
金

の
申
請
は
お
済
み

で
す
か
？

住
民
税
非
課
税
世
帯
な
ど
に
対
す
る

臨
時
特
別
給
付
金
を
支
給
し
ま
す

　

高
校
生
世
代
ま
で
の
子

ど
も
を
養
育
し
て
い
る
人

の
う
ち
、
申
請
な
し
で
給

付
が
受
け
ら
れ
る
人
に

は
、
令
和
３
年
12
月
27
日

ま
た
は
１
月
25
日
に
給
付

金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
子
ど
も
を
養
育

し
て
い
て
、
給
付
金
を
受

給
し
て
い
な
い
人
に
は
、

申
請
案
内
を
送
付
済
で

す
。
案
内
に
書
い
て
あ
る

給
付
条
件
を
確
認
し
、
条

件
を
満
た
し
て
い
る
場
合

は
、
申
請
期
限
（
３
月
３1

日
）
ま
で
に
申
請
し
て
く

だ
さ
い
。

※�

申
請
案
内
を
送
付
し
て

い
な
い
人
で
も
、
①
～

③
に
該
当
す
る
場
合

は
、
給
付
対
象
と
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
（
要

申
請
）

①�
養
育
し
て
い
る
人
と
違

う
場
所
に
住
民
票
が
あ

る
場
合
（
例

：

寮
に
住

ん
で
い
る
な
ど
）

②�

新
生
児
が
生
ま
れ
た

が
、
申
請
案
内
が
届
い

て
い
な
い
場
合
（
出
生

の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
よ
っ

て
案
内
が
届
か
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
）

③�

３
月
３1
日
㈭
ま
で
に
子

ど
も
が
生
ま
れ
る
場
合

■
申
請
期
限

　

３
月
３1
日
㈭
ま
で

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
長
期
に
わ
た
る
影
響

を
受
け
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
直
面
し
た
人
々
に
対
し
、

速
や
か
に
生
活
・
暮
ら
し
の
支
援
を
行
う
た
め
、
給
付
金

を
支
給
し
ま
す
。

■
対
象
者

　

①
住
民
税
非
課
税
世
帯　

　
　

�

同
一
世
帯
の
全
員
が
、
令
和
３
年
度
分
の
住
民
税
が

課
せ
ら
れ
て
い
な
い
世
帯

　

②
家
計
急
変
世
帯

　
　

�

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
を
受
け
て
令

和
３
年
１
月
以
降
の
家
計
が
急
変
し
、
令
和
３
年
度

分
の
住
民
税
が
非
課
税
の
世
帯
と
同
じ
水
準
に
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
世
帯

■
給
付
額　

１
世
帯
当
た
り
…
1０
万
円

■
申
請
な
ど
の
手
続
き

　

①
住
民
税
非
課
税
世
帯
（
申
請
は
不
要
で
す
）

　
　

�

２
月
中
旬
に
案
内
文
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、
同
封

の
支
給
要
件
確
認
書
を
返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

　

※�

世
帯
に
令
和
３
年
１
月
２
日
以
降
に
転
入
し
た
人
や

収
入
未
申
告
の
人
が
い
て
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
で
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
な
い
場
合
は
申
請
が
必
要
で
す

　

②
家
計
急
変
世
帯
（
申
請
が
必
要
で
す
）

　
　

�

２
月
14
日
㈪
か
ら
市
役
所
１
階
ロ
ビ
ー
に
設
置
す
る

専
用
相
談
窓
口
（�

�

０
１
２
０

−

４
１
４

−

５
６
７
）

ま
た
は
福
祉
課
保
護
係
に
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

■
給
付
時
期

　

�　

確
認
書
ま
た
は
申
請
書
が
受
理
さ
れ
、
給
付
が
決
定

し
た
人
に
は
後
日
、
振
込
の
案
内
を
通
知
し
ま
す
。

申
・
問 

福
祉
課 
こ
ど
も
係
　
☎
75

−

6
1
1
8

申
・
問 

福
祉
課 

保
護
係
　
☎
75

−

2
3
2
4


